あそうベイパークキャンプ場管理運営業務仕様書

１．管理運営事業の目的
本施設は、対馬固有の浅茅湾の景観や自然環境、対州馬、ゲンカイツツジ、歴史、食といった地域資源の強みを活かし、対馬の魅力を体験できる施設として、キャンプ場の管理運営を行うものである。
また、本業務は、民間事業者の創意工夫を活かしながら、施設の魅力向上、利用促進、収益性及び持続可能性の確保を図るとともに、将来的な指定管理者制度の導入を見据えた実証事業として実施するものとする。
なお、本仕様書において受託者とは、単独事業者又は共同企業体をいう。

２．本仕様書の目的
本仕様書は、あそうベイパークにおけるキャンプ場及び付帯施設の管理運営業務を委託するに当たり、委託業務の範囲、内容、責任分担及び成果物等を明確にすることを目的とする。
また、本仕様書に定める事項については、受託者からの提案内容、現地の運営状況、社会情勢等を踏まえ、より効果的かつ適切な管理運営を実現するため、市と受託者が協議の上、契約締結後においても必要に応じて見直すことができるものとする。なお、見直しに当たっては、双方合意の上、書面により行うものとする。
受託者は、施設の設置目的に反しない範囲において、自らの提案及び創意工夫により、事業を企画し、運営することができるものとする。

３．施設の概要
（１）施設の名称
あそうベイパークキャンプ場
（２）所在地
〒817-1105　長崎県対馬市美津島町大船越地内
（３）施設の構成（別図参照）
・管理棟：木造２階建て 延床面積４７５．５６㎡
　※敷地面積約７００㎡
　主要用途：温水シャワー室、ランドリー室、多目的室、インフォメーション室等
・オートサイト：１２区画
　※面積約３，３００㎡
・フリーサイト：８区画
　※面積約７００㎡
・ゴミステーションエリア：ゴミステーション２台、自動販売機２台分
　※面積約２０㎡
・オートサイト及びフリーサイトエリアの維持管理（除草等）については、指定管理者が実実施する。

４．基本的事項
（１）原則として年中無休とする。
（２）通常営業時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。
（３）キャンプ場利用者のチェックイン及びチェックアウト時間は、原則として次のとおりとする。
・チェックイン　午後１時００分から午後５時００分まで
・チェックアウト　宿泊日の翌日の午前８時３０分から午前１０時００分まで
（４）デイキャンプ利用時間は、午前１０時００分から午後４時００分までとする。
（５）宿泊利用者への対応その他施設運営上必要がある場合は、前各号の規定にかかわらず、市の要請又は受託者の提案に基づき、双方協議のうえ、必要な対応（宿直対応を含む。）を行うものとする。
※宿直対応が必要となるケース
例）気象条件の悪化やキャンプ場の利用状況（繁忙期・満員時）により、宿直により対応が必要と見込まれる場合など。
（６）通常営業時間外において、利用者等から受託者へ緊急の連絡があった場合には、受託者は速やかに必要な対応を行うものとする。

５．業務の範囲
対馬市（以下「甲」という。）は、受託者（以下「乙」という。）に対し、次に掲げる業務を委託する。
なお、乙は、施設の設置目的に反しない範囲で、自らの責任において自主事業を実施できるものとし、自主事業による収益は、すべて乙に帰属するものとする。
また、施設内外の空間については、施設利用者の安全確保及び公共性に十分配慮した上で、乙の提案により柔軟に活用できるものとする。
自主事業の例は、次のとおりとする。
・売店、物販
・飲食（キッチンカー等を含む。）
・バーベキュー関連サービス
・アウトドア用品等のレンタル
・体験プログラム（自然体験、ガイド等）
・イベント、ナイトコンテンツ等
（１）キャンプ場貸出管理業務
・オートキャンプ場１２区画及びフリーサイト８区画程度の利用予約受付及び利用時の施設管理
・予約方法は、予約サイト、電話及びＦＡＸによるものとする。
・利用者への利用案内及び利用規約の説明
・利用料金の徴収、管理及び報告
　→ 毎月末、後述の業務報告書及び引渡書とともに甲へ持参すること。
　→ テントサイト使用料等の決済には、対馬市が指定するアプリケーション（AirPay）を利用すること。（※アプリケーションは市で用意する。）
・利用者のテント設営及び撤収の支援
　→ 誤った取扱いによりテントの破損が生じるおそれがあることから、乙は、テント設営及び撤収方法に関する研修を受講するものとする。
　※ 委託費用の中に当該研修費用を含むものとする。
・備品の貸出、返却時の数量確認及び洗浄
（２）管理棟施設管理業務
・シャワー室（男女各２室）、トイレ（男女各１室、多目的１室）、洗濯機３台、乾燥機３台、温水シンク８口、その他付帯施設を含む管理棟施設の清掃及び維持管理
・来場者が快適に利用できる環境の維持
・施設ごみの対馬クリーンセンターへの定期的な搬送（週２回から３回程度を想定）
※本業務に使用する車両（収集運搬に適した車両）の確保、及び燃料費、自賠責・任意保険料等の維持管理に要する費用は、すべて委託費に含むものとする。
・施設内に異常が発生した場合における甲及び関係機関（消防、警察等）への通報並びに可能な範囲での応急対応
（３）売店運営業務
・乙は、管理棟内にある売店を運営するものとする。
・売店運営に当たり、甲は、場所及び備品（冷凍ストッカー等）を提供するものとする。
・仕入れ等を含む販売に関する経費は、すべて乙の負担とし、売上はすべて乙に帰属するものとする。
・売店の営業時間は、原則として施設の開設時間と同様とする。ただし、施設利用者の利便性向上又は収益向上の観点から必要がある場合は、甲乙協議の上、変更できるものとする。
・販売する商品は、本施設の設置目的に沿うもの及びキャンプ場利用者の利便性向上に資するものとする。
（販売品の例）
とんちゃん、冷凍あなご、各種一夜干し、ジビエ等の冷凍・冷蔵商品、真珠、レザークラフト商品、硯、やまねこ関連グッズ、対馬土産（菓子類）、バーベキューセット等
・乙は、本売店に加え、自主事業として販売方法又は販売場所の拡張を行うことができるものとする。
（４）キャンプ場施設の清掃・管理
・管理棟、オート・フリーサイト、ゴミステーション・自販機設置エリア、共用施設の定期清掃。
・施設の損傷又は備品の破損等の報告及び簡易補修
・来場者の安全確保及びトラブル対応
（５）ＶＲ体験施設の管理
・機器の電源操作
・ＶＲ機器利用者がある場合の機器設定及び使用方法の説明
・機器の利用方法及び説明内容は、対馬市の指示によるものとする。
（６）イベント企画・運営業務
・オープニング式典及び来場者増加を目的としたイベントの企画及び運営
・イベント内容の企画書提出及び実施報告書の作成
・収益を見込むイベントを実施する場合は、今後の管理運営手法の検討に資する実証事業として位置付けるものとし、事前に市と協議の上、許可を受けて実施すること。
・イベントは、集客促進及び収益向上を目的として実施するものとし、当該イベントによる収益は乙に帰属するものとする。

６．業務期間
令和８年６月８日から令和９年３月３１日まで
※ 開設準備期間として２週間から１か月程度を見込む。

７．キャンプ場供用開始
令和８年７月４日（土）（予定）

８．報告・連絡体制
・管理責任者及び甲との連絡責任者を配置し、甲へ通知すること。
・緊急時の連絡について、連絡体制フロー図を作成し、甲と共有すること。
・利用状況（利用者数等）の把握に努めること。

９．成果物・提出書類
・月次業務報告書（施設管理状況）
・イベント実施報告書（企画、経費、結果）
・その他、甲が必要と認める資料
・利用者数等の実績が分かる資料
・上記の報告書の提出書類は、利用者数、売上状況等の実績を把握し、本業務の収益性及び運営手法の検証に資する資料として報告するものである。

10．事業者の責任
・利用者及び第三者に対する安全管理
・施設の適切な維持管理
・契約条件に基づく業務遂行

11．その他
・施設利用ルール及び安全管理基準は、甲の指示に従うこと。
・委託業務に必要な備品及び消耗品等の管理は、甲の責任とする。
・本仕様書に記載のない事項は、甲乙協議の上、決定する。
・本業務は実証事業として実施するものであり、運営実績は今後の管理手法の検討に活用する。
・実証結果は、将来的な管理者選定における評価の参考とする場合がある。
・甲は、乙の提案及び創意工夫を尊重し、柔軟な運用に努めるものとする。
・本業務は、施設の利用促進及び収益性の検証を目的とした実証事業である。
・光熱費等の一部経費については、施設の魅力向上及び持続可能な運営モデルの構築を図る観点から、当該実証期間に限り市が負担するものとする。
・当該負担は、公募により選定された事業者に対して適用するものであり、特定の事業者を優遇するものではない。
・また、当該負担は実証期間に限るものとし、次期管理手法（指定管理者制度等）においては、受益と負担の適正化を図るものとする。

12．募集定員
・１法人若しくは１団体又は１個人事業者
[bookmark: _Hlk227689072]・複数の法人等による共同企業体（以下「共同企業体」という。）による応募も可とする。

1３．公募要件
（１）対馬市内に事務所又は事業所を有する法人等であること。
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。
（３）暴力団（対馬市暴力団排除条例（平成２４年対馬市条例第５１号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
（４）市税等を滞納していない法人等であること。
[bookmark: _Hlk227689527]（５）共同企業体で応募する場合の要件
[bookmark: _Hlk227689429]ア　共同企業体は、代表者を１者定めること。
イ　構成員は、本業務に係る他の共同企業体の構成員又は単独応募者として重複して応募することはできない。
ウ　構成員全員が、本項（１）から（４）までの要件を満たすこと。
エ　共同企業体協定書を締結し、応募時に提出すること。
